
４ 決定後、実施希望日の２ヶ月前までに春日井市社会福祉協議会から愛知県社会福祉協

議会へ申請書類一式を提出し、本申請します。 

   

 

３ 申請書類一式を確認後、実施希望月の３ヶ月前の１日に、春日井市社会福祉協議会か

ら中部盲導犬協会に「児童・生徒の 福祉実践教室 講師・PR 犬派遣依頼申込書」を

送付し、仮申請をします。 

  受理後、中部盲導犬協会から春日井市社会福祉協議会に受入れ可否の連絡がありま

す。 

  ※受入枠を超えた場合などは、日程の変更や実施不可の場合があります。 

１ 春日井市社会福祉協議会に福祉体験学習（盲導犬）の問い合わせをお願いします。 

  ① 問合せ後、社会福祉協議会から申請書類一式を FAXかメールにて送付します。 

  申請書類：「児童・生徒の 福祉実践教室 講師・PR犬派遣依頼申込書」 

「児童・生徒の 福祉実践教室実施申請書」様式②-１、②-２ 

       「児童・生徒の 福祉実践教室の概況調査」様式③ 

        

    

 

５ 実施当日を迎えます。 

   

 

６ 学校に請求書が届く(Ａコースの場合) → 請求書をもとに振込み 

  ※Ｂコースの場合は、盲導犬ユーザーの方へ、愛知県社会福祉協議会と中部盲導犬協

会からの謝礼や交通費は支払われないため、謝礼等については、盲導犬ユーザーの方

と学校が協議の上、決定してください。 

２ 申請書類一式に記入の上、社会福祉協議会に FAXかメールにて送付してください。 

※実施希望月の３ヶ月前の１日より受付が開始されるため、実施希望日の４ヶ月前か

ら３ヶ月前までに電話でのお問合せをお願いします。 

例）実施希望日が 11/15の場合 7/1にお問合せ 

 

別紙３  

 

平成 28年度福祉体験学習（盲導犬）の流れ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

【問合わせ先】 

春日井市社会福祉協議会 地域活動支援課 担当：藤丸、伊藤  

電話：85-4321  FAX：86-3156   

E-mail：chiiki-fukushi@haru-syafuku.or.jp 
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